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令
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元
年
六
月
二
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

月 曜 日

号
外
第
六
号

　

令
和
元
年

六
月
二
十
四
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

一

○
山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

二

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

四

○
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公

	

五

　

表
の
一
部
訂
正

○
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権

	

五

　

を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解

	

六

　

職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数	

六

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正	

六

　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号

　

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　
　
　

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
二
通
及
び
写
真
二
枚
」
を
「
（
書
面
の
場
合
は
掲
載
文
二
通
及
び
写
真
二

枚
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
原
稿
用
紙
に
記
載
」
を
「
原
稿
用
紙
（
県
委
員
会
が
提
供
す
る
同

様
式
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
「
原
稿
用
紙
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
、
又
は
記
録
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
そ
の
」
を
「
申
請
す
る
際
に
、
掲
載
文
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
原
稿
用
紙
に
添
付
し
、

又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る
と
き

は
、
当
該
写
真
の
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
黒
色
の
色
素
に
よ
り
記
載
」
を
「
無
彩
色
で
記
載
し
、
又
は
記
録
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
記
載
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
記
載
し
な
お
し
た
掲
載
文
二
通
」
を
「
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た

掲
載
文
（
書
面
の
場
合
は
二
通
）
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
記
載
し
た
文
字
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
次
条
の
規
定
に
よ
り

印
刷
し
た
場
合
に
お
い
て
、
印
刷
」
を
「
、
又
は
当
該
掲
載
文
を
印
刷
し
た
と
き
に
お
い
て
、
文
字
が

著
し
く
小
さ
い
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
印
刷
」
に
、
「
当
該
文
字
」
を
「
掲
載
文
の
記
載
又
は
記

録
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
の
見
出
し
中
「
方
法
及
び
」
を
削
る
。

　

第
五
十
二
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

　

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
号
様
式
中
「別

紙
の
と
お
り

（正
副
2
通

）
」
を
「別

添
の
と
お
り

（書
面
の
場
合
は
正

副
2
通

）
」
に
、
「写

真

（2
枚

）添
付
の
と
お
り

」
を
「写

真

（2
枚

）添
付
の
と
お
り

（書
面
の

場
合

）
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
二
十
八
号
様
式
そ
の
二
中

　

名	

　

氏	

　

の

（　

者
な
　

載
が
　

登
り
　

簿
ふ
　

名

）　

院

　

議

　

参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

二

を

名氏の

（　

者
な

　

載
が

　

登
り

　

簿
ふ

　

名

）　

院

　

議

　

参

優
先
的
に
当
選
人
と

な
る
べ
き
候
補
者

優
先
的
に
当
選
人
と

な
る
べ
き
候
補
者

（
順
位
）
（
氏
名
）

（
順
位
）
（
氏
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

に
改
め
る
。

優
先
的
に
当
選
人
と

な
る
べ
き
候
補
者

優
先
的
に
当
選
人
と

な
る
べ
き
候
補
者

（
順
位
）
（
氏
名
）

（
順
位
）
（
氏
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　

同
様
式
備
考
3
及
び
4
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

3
	 　

参
議
院
名
簿
登
載
者
（
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選

人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
特
定
枠
名
簿
登
載
者
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
氏
名
の
掲
載
の
順
序
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
従
い
、
参
議
院

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
順
序
に
従
い
、
右
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
特
定
枠
名
簿
登

載
者
の
氏
名
等
の
掲
示
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
従
い
、
特
定
枠
名
簿
登
載
者
以

外
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
と
区
分
し
て
、
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
で
あ

る
旨
を
表
示
し
た
上
で
、
当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
次
に
、
掲
載
す
る
こ
と
。

　
　

4
	　

「
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
」
、
「
略
称
」
及
び
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」
に
つ
い

て
は
縦
書
き
と
し
て
ふ
り
が
な
を
付
し
、
特
定
枠
名
簿
登
載
者
の
「
順
位
」
に
つ
い
て
は
横
書

き
と
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

1　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
	　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後

そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
山
梨
県
知
事
及
び
山
梨
県

議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
（
第
二
十
八
号
様
式
そ
の
二
の
改
正
に
つ
い
て
は
参
議
院
議
員
の

通
常
選
挙
か
ら
適
用
）
し
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告

示
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
山
梨
県
知
事
及
び
山
梨
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号

　

山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　
　
　

山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
号
様
式
そ
の
3
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
）
中
「名

簿
登
載
者
の
得
票
総
数

イ

」
を
「名

簿
登
載
者

（特
定
枠
を
除
く

）の
得
票
総
数
イ

」
に
、
「
（ｂ

）名
簿
登
載
者
の
得
票
総

数

」
を
「
（ｂ

）名
簿
登
載
者

（特
定
枠
を
除
く

）の
得
票
総
数

」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
号
様
式
そ
の
3
（
添
付
書
類
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

三

そ
の
3

（添
付
書
類

）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

四

　
　
　

附　

則

1　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
	　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以

後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
か
ら
適
用
し
、
当
該
選
挙
の
公
示
の
日
の
前

日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

税
理
士
に
よ
る
森
屋
宏
後
援
会

天　

野　

友　

一

江　

井　
　
　

誠

甲
府
市
中
央
二
｜
一
一
｜
二
三
税
理
士
会
館
内

令
和
元
年
五
月

二
十
日

令
和
元
年
五
月

二
十
二
日

　

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

税
理
士
に
よ
る
中
谷
真
一
後
援
会

田　

中　

茂　

樹

小
笠
原
光
規

令
和
元
年
五
月

十
日

令
和
元
年
五
月

十
四
日

旧

田　

中　

寿　

雄

河　

西　

良　

太

新

山
梨
県
民
主
教
育
政
治
連
盟

倉　

田　

由　

和

八　

野　

耕　

一

令
和
元
年
五
月

十
六
日

令
和
元
年
五
月

二
十
日

旧

望　

月　

好　

訓

宇
野
五
千
雄

新

大
森
彦
一
を
支
援
す
る
「
山
彦
会
」

長　

田　

和　

明

令
和
元
年
五
月

十
八
日

令
和
元
年
五
月

二
十
二
日

旧

　

天　

野　

貞　

夫

　

新

全
日
本
不
動
産
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部

中　

村　

浩　

一

岩　

間　

靖　

典

　

令
和
元
年
五
月

二
十
四
日

令
和
元
年
五
月

二
十
八
日

旧

村　

松　

清　

美

塩　

﨑　

正　

貴

　

新

小
林
ひ
ろ
ゆ
き
後
援
会

　

　

笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
一
二
五
｜
一
グ
ラ
ン

シ
ェ
ー
ヌ
笛
吹
二
〇
一

令
和
元
年
五
月

二
十
九
日

令
和
元
年
五
月

二
十
九
日



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

五

旧

笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
一
二
五
｜
一
グ
ラ
ン

シ
ェ
ー
ヌ
笛
吹
一
〇
三

新

公
明
党
山
梨
県
本
部

佐　

野　

弘　

仁

兵　

道　

顕　

司

　

令
和
元
年
五
月

二
十
三
日

令
和
元
年
五
月

三
十
日

旧

安　

本　

美　

紀

佐　

野　

弘　

仁

　

新

市
民
の
声
で
明
日
の
富
士
吉
田
を
作
る
会

伊
藤
進
後
援
会

富
士
吉
田
市
緑
ヶ
丘
二
｜
六
｜
一
五

令
和
元
年
五
月

一
日

令
和
元
年
五
月

三
十
日

旧

富
士
吉
田
市
下
吉
田
四
｜
一
七
｜
三

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

恒
友
会
武
井
つ
ね
お
後
援
会

花　

岡　

利　

幸

磯　

部　

正　

春

中
巨
摩
郡
昭
和
町
上
河
東
三
七
四
｜
一

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
七
日

令
和
元
年
五
月

十
三
日

大
塚
義
久
後
援
会
桜
久
会

大　

塚　

義　

久

小　

倉　

正　

志

甲
府
市
桜
井
町
一
〇
〇
九

平
成
三
十
一
年

四
月
三
十
日

令
和
元
年
五
月

二
十
四
日

安
本
よ
し
の
り
後
援
会

安　

本　

美　

紀

安　

本　

美　

紀

甲
府
市
羽
黒
町
一
一
五
九
｜
三

令
和
元
年
五
月

三
十
日

令
和
元
年
五
月

三
十
日

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

氏　
　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

代
表
者
氏
名

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

届
出
年
月
日

大　

塚　

義　

久

市
議
会
議
員

大
塚
義
久
後
援
会
桜
久
会

甲
府
市
桜
井
町
一
〇
〇
九

大　

塚　

義　

久

平
成
三
十
一
年
四
月

三
十
日

令
和
元
年
五
月

二
十
四
日

安　

本　

美　

紀

県
議
会
議
員

安
本
よ
し
の
り
後
援
会

甲
府
市
羽
黒
町
一
一
五
九
｜
三

安　

本　

美　

紀

令
和
元
年
五
月
三
十

日

令
和
元
年
五
月

三
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日
執
行
の
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報

告
書
に
つ
い
て
、
候
補
者
長
崎
幸
太
郎
の
出
納
責
任
者
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
山
梨

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

候
補
者
長
崎
幸
太
郎
第
一
回
分
の
う
ち
、
「平

成
3
1
年
1
月
1
日
か
ら

」
を
「平

成
3
0年
1
1

月
6
日

から

」
に
、
「長

崎
幸
太
郎
後
援
会

（幸
太
郎
ク
ラ
ブ

）　

政
治
団
体

　

2
2
,
	0
0
0	
,
0

　
　
　
　
「長

崎
幸
太
郎
後
援
会

（幸
太
郎
ク
ラ
ブ

）　

政
治
団
体

　

2
0
,	0
0
0	,			0

0
0

	0
0	

」
を　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　

			自
由
民
主
党
本
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
党　
　
　
　

2
,　	0
0
0	,　

0
0
0

」

改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
六
号　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

六

で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

一
三
、
九
二
五

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項

及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数

の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

一
八
二
、
七
〇
七

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

選
挙
区
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
分
の
一
の
数

　

西
八
代
郡
・
南
巨
摩
郡　
　
　
　
　

一
五
、
〇
八
四

　

中
巨
摩
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
二
四
二

　

南
都
留
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
、
八
三
七

　

甲
府
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
二
、
〇
八
〇

　

富
士
吉
田
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
八
〇
四

　

都
留
市
・
西
桂
町　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
七
九
四

　

山
梨
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
九
二
〇

　

大
月
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
、
一
六
六

　

韮
崎
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
三
四
一

　

南
ア
ル
プ
ス
市　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
七
三
四

　

北
杜
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
五
八
五

　

甲
斐
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
、
五
九
二

　

笛
吹
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
四
一
〇

　

上
野
原
市
・
北
都
留
郡　
　
　
　
　
　

七
、
二
〇
四

　

甲
州
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
〇
六
二

　

中
央
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
二
三
一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
四
年

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

表
中
「
大
月
市
立
中
央
病
院
」
を
「
地
方
独
立
行
政
法
人
大
月
市
立
中
央
病
院
」
に
改
め
る
。　


